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高額療養費制度による自己負担限度額

所得区分 １ヶ月の自己負担限度額 ４回目以降

ア 上位所得者

（健保：月収81万円以上）
25万2600円＋（医療費－84万2000円）×１％ 14万100円

イ 上位所得者

（健保：月収51.5万以上～81万円未満）
16万7400円＋（医療費－55万8000円）×１％ 9万3000円

ウ 一般所得者

（健保：月収27万以上～51.5万円未満）
８万100円＋（医療費－26万7000円）×1%

４万4400円
エ 一般所得者

（健保：月収27万円未満）
5万7600円

オ 住民税非課税世帯 ３万5400円 ２万4600円

※69歳までの限度額
※所得区分の月収は社会保険料を計算する根拠の「報酬月額」のこと（各種手当込みの金額）。

健保組合によっては、1ヶ月の自己負担は2～5万円の場合も！

所得区分 年収区分
外来

（個人ごと）
外来＋入院
（世帯ごと）

現役並み所得

年収約1160万円以上
（課税所得690万円以上）

25万2600円＋（医療費－84万2000円）×１％
（4回目以降14万100円）

年収約770万～1160万円
（課税所得380万円以上）

16万7400円＋（医療費－55万8000円）×１％
（4回目以降9万3000円）

年収約370万～770万円
（課税所得145万円以上）

8万100円＋（医療費－26万7000円）×１％
（4回目以降4万4400円）

一般
年収156万～370万円

（課税所得145万円未満）
1万8000円

（年間上限14万4000円）
5万7600円

（4回目以降4万4400）

住民税
非課税世帯

住民税非課税世帯Ⅱ

8000円

2万4600円

住民税非課税世帯 ※1Ⅰ 1万5000円

70歳以上の自己負担限度額

※1 年金収入80万円以下など
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